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   西脇市都市計画審議会の会議の記録  

 

審議会等の名称  平成 26 年度第１回西脇市都市計画審議会  

開催日時  平成 26 年６月 30 日（月）  

午後２時 00 分～４時 40 分  

開催場所   西脇市役所２階  特別会議室  

出 席 委 員 の 氏 名 又

は人数  

吉本  剛典  

生田  忠之  

齋藤  太紀雄  

高瀬  洋  

岡崎  義樹  

林   晴信  

寺北  建樹  

村井  公平  

石田  史郎  

村上  和幸  

竹内  泰彦  

内橋  昌子  

欠 席 委 員 の 氏 名 又

は人数  
 無  

出 席 職 員 の 職 ・ 氏

名又は人数  

（幹事）  

技監 鵜崎  尚夫  

建設経済部長 飛田  和平  

（事務局）  

 都市住宅課長 嶋本  隆男  

都市住宅課課長補佐 西村  幸浩  

都市住宅課主査 芦田  雅幸  

都市住宅課 泉  佳甫  

（関係課職員）  

 上下水道部長 井上  悦雄  

工務課長 田中  浩敬  

工務課主査 伊藤  和英  

公開・非公開の別   非公開  

非公開の理由  西 脇 市 都 市 計 画 審 議 会 傍 聴 要 綱 を 本 審 議 会 に

お い て 決 定 す る た め 。 公 開 決 定 が な さ れ た 場

合には、次回以降公開。  

傍聴人の数   ―  

議題又は協議事項  １  開会  

２  市長あいさつ  

３  委員紹介  

４  西 脇 市 都 市 計 画 審 議 会 議 事 運 営 規 則 の 一 部

改正について  

５  会長選出  



２ 

 

６  会長職務代理の指名  

７  協議事項  

⑴  西 脇 市 都 市 計 画 審 議 会 傍 聴 要 綱 の 制 定 に

ついて  

８  審議（事前審議）事項  

⑴  平 野 東 工 場 公 園 地 区 地 区 計 画 （ 素 案 ） に

ついて  

９  報告事項  

⑴  西 脇 市 公 共 下 水 道 排 水 区 域 （ 雨 水 ） の 拡

大について  

 ⑵  都 市 計 画 区 域 の 区 域 区 分 見 直 し （ 第 ７

回）について  

 ⑶  都市計画道路網の見直しについて  

 ⑷  都市計画公園・緑地の見直しについて  

 ⑸  特別指定区域指定に係る取組について  

会議の記録（概要）  

発言者  内容  

１  開会  

２  市長あいさつ  

 ○市長に代わり、吉田副市長によるあいさつ  

３  委員紹介  

 
○事務局より委員の紹介  

○事務局より幹事、事務局職員、関係課職員の紹介  

４  西脇市都市計画審議会議事運営規則の一部改正について  

事務局  

 

 

委員  

 

 

事務局  

 

委員  

 

 

 

 

事務局  

資料 -１に基づき、西脇市都市計画審議会議事運営規則

の一部改正について説明  

 

第７ 条第 ２項 に 議 事の 保存 があ る が 、現 在は どの よ う

に行っているのか。  

 

現在は、 IC レコーダー及び録音テープで行っている。  

 

IC レコーダーは、磁気ディスクでも磁気テープでもな

いが どの よう に 考 えて いる か。 現 行 に 合 わせ るべ き で

はないか。永年保存しているのであれば、 CD や  DVD に

焼いているのではないか。  

 

最終的には CD に焼くと理解いただきたい。  



３ 

 

 

委員  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

CD は磁気ではないため、規則改正をするのであれば、

現行 に合 わせ 、 正 しく 記載 すべ き で はな いか 。テ ー プ

やフ ロッ ピー デ ィ スク とい った 初 期 のも のが 残っ て し

まっているのではないか。  

 

○現行に合わせた表記に修正する。  

○第 ７条 第２ 項 に つい て、 現行 に 合 わせ た表 記に 修 正

し、 今 後 は、 改 正 され た 「 西脇 市 都 市計 画 審 議会 議

事運営規則」に基づき、議事運営していく。  

５  会長選出  

委員  

 

委員全員  

 

 

 

齋藤委員にお願いしてはどうか。  

 

異議なし。  

 

○ 委 員全 員の 賛 同 によ り 西 脇商 工 会 議所 会頭 齋藤 太 紀

雄氏が指名推薦により会長に就任  

６  会長職務代理の指名  

齋藤会長  

 

竹内委員  

 

 

 

齋藤会長  

 

生田委員  

高瀬委員  

会長職務代理に竹内委員を指名  

 

了承  

 

○会長職務代理に竹内委員が就任  

 

議事録の署名人に生田委員と高瀬委員を指名  

 

了承  

了承  

 

○今回の議事録署名人は、生田委員、高瀬委員に決定  

７  協議事項  

⑴  西脇市都市計画審議会傍聴要綱の制定について  

議長  

 

 

事務局  

 

 

傍聴 要綱 の制 定 に つい て 、 事務 局 よ り説 明を お願 い す

る。  

 

資料 -２に基づき、西脇市都市計画審議会傍聴要綱の制

定について説明  

 



４ 

 

委員  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

 

委員  

 

 

 

 

事務局  

 

 

議長  

 

 

事務局  

 

議長  

 

委員  

 

 

 

 

２項の傍聴人の定員はなぜ５人か。  

５ 項 ⑹に 録音 機 、 写真 機、 映写 機 を 携帯 して いる 者 は

傍聴 席に 入れ な い とあ るが 、 携 帯 電 話に つい ては ど う

取り扱うのか。  

 

定員 につ いて は 、 西脇 市審 議会 等 の 会議 の公 開及 び 会

議の 記録 の公 表 に 関す る指 針 に 案 と して ５人 とさ れ て

いる ため 、準 用 し てい る 。 会場 に よ って は 定 員数 の 変

更が可能としている。  

携帯電話については、類として含んでいる。  

 

２項 で 定 員を ５ 人 と規 定し てい る が 、も し変 更が 生 じ

れば 都市 計画 審 議 会の 場で 変更 し な けれ ばな らな い の

ではないか。事前に決められるのか。  

 

会議 ごと に 、 事 前 に会 長と 相談 し て 決め 、当 日に 諮 る

ことになると思う。  

 

当日 諮る とい う こ とは 、事 前に 公 開 する 内容 と ず れ が

生じ るの では な い か。 どう いう こ と か。 事前 に都 市 計

画審 議会 の案 内 を する とき に言 っ て おく 必要 があ る の

ではないか。  

 

事前に会長と相談する中で決める。  

HP でも公開しているので、そのときに決める。  

 

都市 計画 審議 会 は この 場所 が多 い が 、固 定と いう 考 え

方でいいのか。  

 

原則、この場所で行う。  

 

ここだと５人くらいしか入れないという考えか。  

 

この 場所 であ れ ば 、 ５ 人以 上 入 る こ と は 可能 では な い

か 。 なぜ 、５ 人 か とい うと 、 指 針 の 案が ５人 だか ら 。

指針 がな ぜ ５ 人 か とい うと 、５ 人 し か入 れな いか ら 。

特別 に利 害関 係 に 関わ る時 等に 増 え るこ とが 予想 さ れ

る。 ぎり ぎり ま で 増や して おい た 方 がい いの では な い



５ 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

事務局  

 

委員  

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か。  

先ほ どの 説明 で は 、 携 帯電 話 を 持 っ た人 は 会 場に 入 っ

てはいけないということか。  

 

携帯 電話 につ い て は、 電源 を切 る と いう 対応 でお 願 い

したい。  

 

そ の よう には 書 い て い ない 。入 れ な いと 書い てあ る 。

何で も準 用す る か ら、 実情 に合 っ て ない こと にな る 。

変えていかなければならないと思う。  

 

定員は「原則 10 人」と修正したいと思う。  

携帯 電話 につ い て は、 ６ 項 ⑴オ に 、 電源 を切 ると 表 記

して いる ので 、 傍 聴人 の守 るべ き 事 項 と 理解 して ほ し

い。  

 

携帯 電話 はど う か の 質 問の 意味 と し ては 、携 帯電 話 の

機能 とし て、 録 音 や写 真が ある 。 そ れは 、携 帯電 話 な

のか 。そ れと も 持 ち込 んで はい け な いも のの 対象 に な

るのか。現代では、スマートホン等、色々ある。  

 

携帯電話等の電源を切ることで、入ってもらえる。  

 

録音 機と 写真 機 等 も電 源 を 切っ た ら 入れ るの か 。 そ の

違い は 何 か。 整 合 性が ある もの を 作 ら な けれ ばな ら な

い。  

 

５ 項 ⑹は 、い か に も何 十年 か前 の 内 容に なっ てい る 。

例え ば多 機能 携 帯 電話 、ス マー ト ホ ンと いう 名称 を 入

れるかどうか。  

５ 項 ⑹と ６ 項 ⑴ オ を 両 方見 ると 、 ス マ ー トホ ンを 含 む

携帯 電話 は持 ち 込 み 可 能で 、た だ し 電源 は切 らな け れ

ばならないと読める。  

５ 項 ⑹に 、 携 帯 電 話 等 どれ だけ 並 べ るか 。今 現在 で は

この くら いが 限 度 では ない かと 思 う 。し たが って 、 固

有の 機能 を持 っ て いる マイ クや 録 音 機等 は 持 ち込 み 不

可能 とし 、携 帯 電 話の 用途 が主 で あ る携 帯電 話等 は 持

ち込み可能、ただし電源を切りなさいでいいのでは 。  



６ 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

委員  

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

委員  

 

 

 

議長  

 

 

委員  

 

 

 

２ 項 の定 員に つ い て、 “ た だし 、 会 長は 、会 議の 会 場

の都 合に より 定 員 を変 更す るこ と が でき る ” とあ る 。

つま り、 会場 の 広 さに よっ て （ 定 員 を） 変更 でき る と

のこ とで ある が 、 議題 によ って も （ 定員 を） 変更 で き

た方 がい いと 思 う ので 、 「 会議 の 会 場等 」と した ら い

いのではないか。  

５ 項 では “傍 聴 す るこ とが でき な い 者” と、 人間 で 規

定し てい る。 こ れ を、 “携 帯し て は いけ ない 物” と モ

ノ 規 定 す る と 、 預 か る 等 の 対 応 が で き る の で は な い

か 。 預か る場 合 に は、 私物 を責 任 を 持っ て管 理し な け

れば なら ない が 、 者を 物に 変え た 方 がい いの では な い

か。  

 

定員 につ いて は 、 審議 会で 決め な い とい けな いこ と 。

会議 によ って は 非 公開 の場 合も あ る でし ょう 。 定 員 に

ついて、 10 人との意見が出ているがどうか。  

 

議員 が傍 聴に 来 る と、 ５人 の定 員 が すぐ に埋 まっ て し

まい 、 一 般の 方 が 入れ ない とい う 問 題 が 起こ って は い

けないと思うので、できれば広げてほしい。  

 

他の 審議 会等 で は 、 部 屋の 外で 聞 い ても らう とい う と

こもある。この会場であれば、 10 人でいいのでは。  

携帯 して いる 物 を 取り 締ま るこ と は でき ない し、 要 綱

に 全 部を 記載 す る こと は不 可能 で あ る。 基本 的に は 、

預かるという形をとってはどうか。  

 

公開 する と 言 っ て いる のだ から 、 色 々禁 止や 制限 を 定

めす ぎで はな い か 。 そ んな に た く さ んの 方が 傍聴 に 来

られるのか。  

 

利害 関係 に係 る よ うな 内容 のと き は 、関 心の ある 方 が

来られるかもしれない。  

 

今、 議会 とし て は 、 様 々な 審議 会 を 傍聴 して 勉強 し よ

うと して いる 。 議 員ば かり が 集 ま る と す ぐに 定員 に 達

して しま う。 定 員 が多 いと 、 議 員 も 傍聴 に来 やす い の



７ 

 

 

 

議長  

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

議長  

 

事務局  

 

 

 

議長  

 

委員全員  

で助かる。  

 

定員は 10 人、携帯電話等は預かるという方向になって

いるが、この書き直し等はどのようにするのか。  

 

預か る 場 合、 会 と して 責任 が生 じ る 。 そ こま では と い

う感 じが する 。 も し預 かる ので あ れ ば、 事務 局の 親 切

の 範 囲 と し て ほ し い 。 傍 聴 や 公 開 は い い こ と で あ る

が、 傍聴 のた め に 開い て い るわ け で はな い。 あく ま で

審議 のた めで あ る 。傍 聴 人 の私 物 に まで 、我 々が 口 出

しで きな いの で は ない か。 あと 、 物 で規 定す る方 が 自

然と思う。  

 

傍聴 人の 数を 原 則 ５人 とし てい る の は、 会場 の大 き さ

と、スタッフの人数を勘案した結果であるが、 10 人は

可能と思う。  

５ 項 に つ い て は 、 会 議 の 妨 害 を 防 ぐ た め に 決 め て い

る。 これ まで 、 西 脇市 では 特に な い が 、 他市 町で 妨 害

行為 が行 われ た こ とが あっ た。 妨 害 を防 ぐ手 立て を 記

載したいと御理解いただければと思う。  

 

一度 議長 預か り と して いた だき 、 次 回の 最初 に 修 正 案

を諮っていただきたいと思うがどうか。  

 

次回も傍聴できないということか。  

 

２項 、 ５ 項及 び ６ 項 の 細か い内 容 に つい ては 議長 預 か

りとし、再検討を行い、傍聴人については原則 10 人と

する方向で、次回から傍聴可能としたい。  

 

異議なし。  

 

異議なし。  

 

 

 

 

 



８ 

 

８  審議（事前審議）事項  

⑴  平野東工場公園地区地区計画（素案）について  

事務局  

 

 

委員  

 

事務局  

 

 

 

 

委員  

 

事務局  

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

委員  

 

 

事務局  

資 料 -３ に 基 づ き 、 平 野 東 工 場 公 園 地 区 地 区 計 画 （ 素

案）について説明  

 

9.6ha とあったが、西側の駐車場は含まれないのか。  

 

現在 の計 画で は 含 めて いな い。 駐 車 場敷 地が 、タ ワ ー

ジャ ズ ジ ャパ ン と 地権 者の 間で 借 地 契約 され てお り 、

現在 、今 後 の 対 応 につ いて 協議 中 で あ る 。将 来的 に 地

区計画区域に含めることは可能である。  

 

更地にして、農家に返すこともあるのか。  

 

借地契約で、元に戻すとなっているようである。  

 

地 元 の 調 整 に 、 タ ワ ー ジ ャ ズ ジ ャ パ ン は 関 係 あ る の

か。  

 

現在 、タ ワー ジ ャ ズ ジ ャパ ン と 地 権 者の 間で 話を し て

いる 。 地 元の 土 地 もあ るた め、 地 元 が中 心と なり 、 対

応されている。  

 

具体 的に 、タ ワ ー ジャ ズ ジ ャパ ン が いつ で契 約解 除 と

なるのか。  

地元 が、 現状 の ま ま返 却し てほ し い とい うこ とは 、 今

後 、 工 場 用 地 と し て 活 用 し た い と い う 同 意 の 元 と な

る。 そう なれ ば 、 地区 計画 の区 域 に 含め る等 の話 に な

ると いう こと と 思 うが 、 タ ワー ジ ャ ズ ジ ャパ ン が ま だ

主導権を持つのか。  

 

契約の細かい内容についてはわからない。  

そうなる。  

 

建築物の敷地面積の最低限度が 10,000 ㎡となっている

が、その意味を教えてほしい。  

 

意味 と し ては 、 1ha 以下 に 区切 っ て 使え な い とい う こ



９ 

 

 

 

議長  

 

事務局  

 

委員  

 

事務局  

 

 

 

 

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

 

議長  

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

議長  

 

 

委員全員  

とである。  

 

10,000 ㎡以上としなくていいのか。  

 

最低なので不要。  

 

つまり、最大６企業が入れるということか。  

 

内容的にはそうなる。これは、市街化区域内に１ ha 以

上の まと まっ た 土 地が 確保 でき な い ので 、市 街化 調 整

区域 に場 所を 求 め てい ると いう こ と から 規定 され て い

る。つまり、１ ha 以下であれば、市街化区域内で建築

できる。  

 

建築 でき ない 建 築 物に 自動 車修 理 工 場と 産業 廃棄 物 が

あるが、自動車修理工場を除く理由は何か。  

 

自 動 車 修 理 工 場 は 、 市 街 化 調 整 区 域 に 立 地 可 能 で あ

り、 あえ て工 場 公 園内 に誘 致す る 必 要が ない と考 え て

いる。  

 

現 状 の ま ま で は 、 半 導 体 工 場 以 外 を 誘 致 で き な い た

め、 どの よう な 企 業が きて も対 応 で き る よう 、 早 急 に

計画を作成する必要がある。  

 

上比延工場公園は 5.3ha あり、この度１社を誘致でき

た。 残り 、面 積 半 分弱 の誘 致が こ れ から であ る。 兵 庫

県の 中山 間地 で は 耕作 放棄 地 や 遊 休 農地 の増 加が 問 題

とな って おり 、 早 急に 解決 しな け れ ばな らな い問 題 で

ある。より一層、精力的に動いてほしい。  

 

その 他、 特に な け れば 、こ の素 案 ど おり に勧 めて も ら

いたいが、どうか。  

 

異議なし。  
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９  報告事項  

⑴  西脇市公共下水道排水区域（雨水）の拡大について  

事務局  

 

 

議長  

 

 

委員  

 

事務局  
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事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 -４に基づき、西脇市公共下水道排水区域（雨水）

の拡大について説明  

 

日野 地 区 、板 波 町 、和 布町 の周 辺 な どで 排水 区域 を 広

げるとの理解でいいのか。  

 

板波町は具体的にどうなるか。  

 

そういう理解でよい。  

事業計画はこれからである。  

板波町は流域に山地、市営住宅地、 JR 線路を抱えてい

る。 現在 の排 水 先 は主 に加 古川 で あ るが 、北 部は 野 間

川へ放流することも検討していきたい。また、 JR 線路

横断 付近 の浸 水 が 問題 とな って い る ので 断面 拡幅 も あ

るか もし れな い 。 いち 早く 河川 へ 、 高い 場所 で放 流 と

いう こと にな れ ば 、岩 井橋 や板 波 橋 付近 での 放流 、 既

設管 路を 利用 し た 放流 等も 考え ら れ る。 総合 治水 の 観

点か ら、 町の 協 力 が得 られ れば 、 田 に水 を貯 める こ と

も考えていく。  

 

拡大 する とい う 言 葉が 何度 も出 て き たが 、過 去の 水 害

の経 験等 によ っ て 水路 幅の 拡幅 、 深 く、 傾斜 、迂 回 路

等、 想定 され る と 思う が、 個々 の 場 所に 、こ の手 法 を

用いるといったことはどう判断していくのか。  

 

今回 はま ず 、 区 域 の設 定で ある 。 区 域を 設定 する と い

う こ と は 、 あ る 程 度 の 想 定 が あ る と い う こ と で あ る

が、 この 次の 事 業 計画 の中 で、 実 施 計画 を検 討し て い

く 。 日 野 地 区 で あ れ ば 、 管 路 が 南 下 し て い る こ と か

ら、 郷瀬 町に 入 っ てき てい るの が 事 実で あり 、こ の よ

うな とこ ろを 途 中 でカ ット して あ げ るの が一 番い い 方

法と 考え る。 現 段 階で は、 明確 な 位 置は いえ ない が 、

ショートカットする予定である。  

また 、総 合治 水 の 観点 から は、 で き るだ け上 流で 貯 め

るということが考え方の基礎となる。  
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議長  
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委員  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

委員  

 

事務局  

 

 

 

委員  

 

事務局  

 

 

 

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

この よう な 、 区 域 の拡 大に 反対 す る 人は あま りい な い

と思う。  

国の補助はどの程度あるのか。  

 

現在 の交 付金 制 度 では 、補 助対 象 分 につ いて 、国 ： 市

＝ 50： 50 となっている。  

 

日 野 地 区 に つ い て 、 郷 瀬 町 の 北 部 で 工 事 さ れ て い た

が 、 Ａ コ ー プ の 裏 付 近 で 水 面 と 道 路 が 同 じ 高 さ と な

り、 いつ も道 路 と の境 がわ かり に く い。 今回 の工 事 で

これは解消されたのか。  

 

写真 で示 した 区 域 の更 に上 流の お 話 しだ と思 うが 、 多

少の 効果 はあ る と 思う 。た だし 、 今 回の 改修 によ り 、

上流 への 大 き な 効 果は 期待 でき な い 。今 回の 改修 に つ

いて は、 改修 箇 所 の局 部的 浸水 解 消 が目 的で ある 。 Ａ

コ ー プ 周 辺 で あ れ ば 、 さ ら に 上 流 の 改 修 が 必 要 と な

る。  

 

同じく日野地区の萩原鉄工所のあたりはどうか。  

 

こち らに つい て は 、河 川の 逆流 及 び 地域 の水 管理 に よ

る影 響が 大き く 、 窪地 であ るこ と か ら 近 いう ちに 改 修

を考えている。  

 

最終、順調にいくといつごろ終わる予定か。  

 

まず 、都 市計 画 決 定を しな けれ ば な らな い。 その 後 、

７年 程度 で行 う と ころ につ いて 事 業 認可 を取 る。 事 業

認可が得られば、その後 10 年程度で、ある程度の効果

を見せたいと思う。  

 

萩原 鉄工 所の 調 査 につ いて は、 前 坂 、福 地と 合わ せ て

調査に入っているが、そことの関係はどうか。  

 

萩原 鉄工 所 は 西 田 町 に あり 、日 野 染 工 の 跡地 南付 近 で

ある 。 今 回、 区 域 に入 れる 計画 で あ る 。 区域 に入 れ る

こと によ って 、 下 水道 事業 で 行 っ て いこ う と いう こ と
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で あ る が 、 ど の よ う な 工 法 と な る か は ま だ わ か ら な

い。  

 

今回 の報 告は 区 域 の拡 大で ある た め 、 個 別案 件は 待 っ

てほしい。  

 

芳田 地区 は黒 い 線 が少 し入 って い る が、 排水 の問 題 は

ないのか。  

 

芳田 地区 は八 坂 町 まで が区 域で あ る 。八 坂町 にお い て

は、 今の とこ ろ 宅 地で の被 害発 生 は ない 。野 間川 の 改

修の効果も大きいと考えている。  

 

報告事項なので、これでよろしいかと思う。  

 

⑵  都市計画区域の区域区分見直し（第７回）について  

事務局  

 

 

委員  

 

 

事務局  

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

委員  

 

資料 -５に基づき、都市計画区域の区域区分見直し（第

７回）について説明  

 

野村 北地 区の 変 更 切図 では 、市 街 化 調整 区域 から 市 街

化区域になっているが、その面積はどのくらいか。  

 

0.47ha である。  

 

利用 でき ない な ら 、 市 街化 調整 区 域 とし て置 いて お い

た方 がい いと 思 っ たが 、そ うで は な く、 河川 とい う こ

とで間違いないか。  

 

今回は、改修の終わった河川に沿っての調整である。  

 

今回 は 、 境界 見 直 し に よる 逆線 と 編 入で あっ て、 市 街

化が 見込 めな い 区 域の 措置 とい う 場 所は ない とい う 理

解でいいか。  

 

よい。今回は、境界調整のみである。  

 

その結果、面積はどうなったか。  

 



１３ 

 

事務局  

 

 

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

 

 

議長  

市 街 化 区域 へ の 編 入 が 約 0.6ha、 市 街 化 調 整区 域 へ の

逆線が約 1.4ha、合計では約 0.7ha 程度が市街化調整

区域となるが、全て現河川の範囲である。  

 

地図 を見 て い る と 違っ て見 える が 、 実際 には 、現 在 河

川と なっ てお り 、 道や 土手 で 、 人 が 住む 土地 では な い

という理解でいいか。  

 

よい 。 全 ての 地 区 が河 川と の境 界 で ある 。今 回、 激 甚

災害 対策 特別 緊 急 事業 の 終 了に 伴 い 、境 界調 整す る こ

ととなった。事務上の整理である。  

 

この素案で進めてもらっていいと思う。  

 

⑶  都市計画道路網の見直しについて  

事務局  

 

 

議長  

 

 

事務局  

 

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

 

委員  

 

事務局  
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資料 -６に基づき、都市計画道路網の見直しについて説

明  

 

廃止 はな く、 全 て 存続 とい う結 果 で あり 、こ の場 で 何

か決めるということではないということか。  

 

今回 は 第 ２期 見 直 しの 検証 結果 報 告 であ るが 、今 後 、

見直しを含め検討していくということである。  

 

野村 西高 線や 西 脇 滝野 線 は 、整 備 の 可能 性は ない の で

はないか。  

 

野村 西高 線や 西 脇 滝野 線 、 高田 井 鹿 野 は 、技 術的 に も

難し い。 交通 量 も 減っ てい る。 廃 止 の検 討 も 必要 で あ

る。  

 

廃止は県が決めるのか。  

 

最終 的に は市 で 決 める 。今 回、 県 が 全県 的に 指導 を 行

った 。西 脇市 は 廃 止な しと いう 結 論 を出 した が 、 市 と

して、議論が必要と考えている。  

 

県 の 廃止 検討 の 指 導に 対し 、市 は 廃 止な しと いう 結 論
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を出 して いる が 、 今後 、 都 市計 画 審 議会 で 議 論を 行 っ

ていけばいいのか。  

 

本来 は、 見直 し の 段階 で都 市計 画 審 議会 に 諮 るべ き だ

った と 反 省し て い る 。 今後 継続 的 に 議論 をし てい た だ

けたらと思う。  

廃止 だけ でな く 、 優先 整備 路線 に つ いて も 今 後作 成 す

る市案について議論していただきたい。  

 

今後 、ま た ５ 年 後 に 見 直し があ る わ けで はな く、 日 常

的に議論したらいいのか。  

 

そ う なる 。定 期 的 な見 直し は、 一 応 今回 で終 わっ て い

る。  

 

市で 優先 順位 を 決 めて も、 県道 等 で あれ ば、 整備 が 困

難ではないか。  

 

当然 、調 整は 必 要 であ る 。 しか し 、 市 の 姿勢 を見 せ な

けれ ばな らな い 。 とり あえ ず、 東 西 線に 着手 でき た 。

今後 も整 備を 進 め るに は、 市の 意 志 をは っき りさ せ る

ことが重要と考えている。  

 

東西線はいつから着手か。  

 

もうかかっている。  

 

今後、検討を進めてもらいたい。  

 

⑷  都市計画公園・緑地の見直しについて  

事務局  

 

 

議長  

 

資料 -７に基づき、都市計画公園・緑地の見直しについ

て説明  

 

未 供 用 部 分 を 今 後 ど う す る か と い う 議 論 に な る と 思

う。今後議論していければと思う。  
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資料 -８に基づき、特別指定区域指定に係る取組につい

て説明  

 

特別 指定 区域 指 定 に係 る取 組は 、 町 単位 でや って い る

のか。  

 

平成 20年 には 市 で 行 い 、そ の変 更 や 追加 は町 単位 で 行

って いる 。タ ワ ー ジャ ズ ジ ャパ ン の 工場 閉鎖 の問 題 や

区域 指定 から ５ 年 経過 して いる こ と もあ り、 今年 度 の

見直 しに 係る 取 組 等に つい て、 次 回 に 具 体的 な報 告 を

させてもらう予定としている。  

 

より柔軟に進めてもらいたい。  

 


